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議案第６号 

 

久喜宮代衛生組合監査委員の選任について 

 

 久喜宮代衛生組合監査委員に次の者を選任することについて、議会の同意を求める。 

 

住  所   埼玉県久喜市上川崎３１５番地４ 

氏  名   新 井  兼 

生年月日   昭和５３年１１月１６日 

 

   令和２年６月１６日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 

 

提案理由 

 久喜宮代衛生組合議会選出の監査委員に欠員が生じ、後任を選任することについて議

会の同意を得たいので、久喜宮代衛生組合規約第１２条第２項の規定により、この案を

提出するものであります。 
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議案第７号 

 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼玉県市町

村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて議決を求める。 

 

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のように

変更する。 

 別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中「鴻巣行田北

本環境資源組合」を「彩北広域清掃組合」に改める。 

   附 則 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の埼玉県市町村総合事

務組合規約の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 

  令和２年６月１６日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 

 

提案理由 

 鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更

することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出

するものであります。 
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議案第８号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和２年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、その承認を求める。 

 

  令和２年６月１６日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 
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専 決 処 分 書 

 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

   令和２年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

（別冊） 

 

  令和２年５月１９日 

 

 

                久喜宮代衛生組合 

                管理者 梅 田 修 一 

 

 

 

 

 
 

 

（写） 


